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今日の夕方、びっくりするニュースが目に飛び込んできました。茨城県警が１日（今日）、
つくば市の筑波大を敷地内を全裸で歩き回ったとして、公然わいせつの疑いでいずれも自
称、つくば市天久保の医師、横山優容疑者３９歳を現行犯逮捕したというニュースです。
県警によると、現場は学生の宿舎のあるエリアで今日の午前１０時頃に警備員が目撃して
１１０番通報したとのことです。悠仁様が筑波大に通っていらっしゃるので、県警の対応
もさぞかし早かったのでしょうね。

令和７年度の地方労働行政運営方針
「フリーランス等の就業環境の整備」について

厚生労働省は４月１日、「令和７年度地方労働行政運営方針」を策定しました。各都道
府県労働局においては、この運営方針を踏まえた行政運営方針を策定し、計画的な行政運
営を図ることとしています。運営方針には、重点的に取り組むべき施策として、「最低賃
金･賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者への支援」「リ・スキリング、ジョブ型
人事（職務給）の導入、労働移動の円滑化」「人手不足対策」「多様な人材の活躍促進と
職場環境改善に向けた取組」が挙げられています。
今回は、上記の「多様な人材の活躍促進と職場環境改善に向けた取組」の中にある「フ

リーランス等の就業環境の整備」についてご紹介します。

１．現状の課題
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、令和６年１１月に施行された特定

受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（「フリーランス法」）について、その履
行確保を図る必要があるとしています。
同法は、発注事業者に対して
①取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額などを禁止する
②フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等

を義務付ける
ことを主な目的にしていますが、自らの働き方が労働者に該当する可能性があると考え

るフリーランスからの相談にも丁寧に対応する必要があるとしています。

２．取組事項
フリーランスから本法の就業環境の整備違反に関する申出があった場合に、速やかに申

出内容を聴取し、発注事業者に対する調査、是正指導等を行うなど、本法の着実な履行確
保を図るとするものです。
また、フリーランスから委託事業者等との取引上のトラブルについての相談があった際

には、引き続き「フリーランス・トラブル１１０番」（弁護士に無料で相談できる）を紹
介するなど適切に対応するとしています。
さらに、全国の監督署に設置されている「労働者性に疑義がある方の労働基準法相談窓

口」に申告がなされた場合には、特段の事情がない限り、原則として労働者性の有無を判
断し、必要な指導を行うとしています。
加えて、被用者保険の更なる適用促進を図るため、監督署において労働基準法上の労働

者と判断した事案については、日本年金機構年金事務所および労働局労働保険適用徴収部
門への情報提供を徹底するとしています。

７０歳までの就業確保措置等で、元社員を外注先として委託契約を結ぶケースもあるか
と思いますが、その労働実態が「労働者」にならいよう委託内容等は充分に注意が必要で
すね。

【厚生労働省「令和７年度地方労働行政運営方針」の策定について】
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